
２,２６８ 単位 円 ６,９２０ 円

４,２２８ 単位 円 １２,９００ 円

要支援１／月 ８８ 単位 円 ２６９ 円

要支援２／月 １７６ 単位 円 ５３７ 円

５０ 単位 円 １５３ 円

２００ 単位 円 ６１１ 円

２０ 単位 円 ６１ 円

５ 単位 円 １５ 円

１５０ 単位 円 ４５８ 円

１６０ 単位 円 ４８９ 円

４８０ 単位 円 １,４６５ 円

６００ 単位 円 １,８３１ 円

４０ 単位 円 １２２ 円

要支援１　-120 単位 円 -３６６ 円

要支援２　-240 単位 円 -７３２ 円

８００ 円

１００ 円

４００ 円

２００ 円

リハビリパンツ ３００ 円

テープ式おむつ ３００ 円

平おむつ ７０ 円

尿取りパット ７０ 円

※上記料金に消費税は含まれております。

基
本
料
金

１
月
あ
た
り

要支援1／月 ２３,０６５

要支援2／月 ４２,９９８

加
　
算

サービス提供
体制強化加算

８９４

１,７８９

栄養アセスメント加算／月 ５０８

栄養改善加算／月 ２,０３４

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）／回
　（６月に１回） ２０３

介護予防　通所リハビリテーション料金表 【利用者負担３割の場合】

２０２６年４月１日現在

区分内容 法定利用単位 法定利用金額 負担額の目安

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）／回
　（６月に１回） ５０

口腔機能向上加算（Ⅰ）／月 １,５２５

口腔機能向上加算（Ⅱ）／月 １,６２７

退院時共同指導加算 ６,１０２

一体的サービス提供加算 ４,８８１

科学的介護推進体制加算／月 ４０６

利用を開始した日の属する月から
起算して１２月を超えた期間に介護
予防通所リハビリテーションを行っ
た場合／月

-１,２２０

-２,４４０

実　費

そ
の
他

1
枚
あ
た
り

◆１単位単価は、地域サービスの種
類により区分が定められています。山
梨県甲府市の通所リハビリテーション
における単価は１単位10.17円となりま
す。法定利用単位に10.17を乗じた金
額が、介護給付費（法定利用金額）と
なります。
◆自己負担額は、法定利用金額の１
割となり、上記料金表は１円未満を切
り捨てとなります。月額での計算の際
には、端数処理を行いますので目安
の金額と多少異なります。
◆保険適用合計額には、介護職員等
処遇改善加算Ⅰ（8.6％相当）が加わり
ます。

介護老人保健施設 ＮＡＣ湯村

おむつ代

保
険
外
実
費

１
日
あ
た
り

食費

おやつ

教養娯楽費

特別な食費

日用品費


